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―平成２０年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況―

○ 結果のポイントは以下のとおりです。

・ 月間きまって支給する現金給与額は前年比１.１％増
・ 過去１年間に特別に支払われた現金給与額は前年比２.９％減
・ 短時間労働者割合は０.１ポイント上昇

１ 賃金
・ 事業所規模１～４人の事業所について、平成２０年７月における１人平均きま

って支給する現金給与額は、１９２ ６３０円で、前年と比べ１ １％の増加となっ, .
た（Ｐ３第１図 。）

・ 平成１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの１年間における１人平均

特別に支払われた現金給与額は、２０８ ３６７円で、前年と比べ２ ９％の減少と, .
なった（Ｐ５第３表 。）

２ 出勤日数と労働時間
・ 平成２０年７月における１人平均出勤日数は、２１ ２日で、前年差０ １日の増. .

加となった（Ｐ５第３図 。）

・ 同７月における通常日１日の１人平均実労働時間は７ ２時間で、前年と同水準.
となった（Ｐ５第３図 。）

３ 雇用
・ 常用労働者の構成を産業別にみると、卸売・小売業が３０ ６％と最も多く、次.

いでサービス業２１ ２％、建設業１０ ７％、飲食店，宿泊業１０ １％、製造業. . .
９ ０％の順となった（Ｐ７第４図 。. ）

（ ） 、・ 短時間労働者 通常日１日の実労働時間が６時間以下の常用労働者 の割合は

２７ ０％で、前年差０ １ポイント上昇となった（Ｐ８第５図 。. . ）

平成２０年毎月勤労統計調査特別調査結果は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

（URL：http://www.mhlw.go.jp/toukei/index.html）
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１ 調査の概要
（１）調査の目的

毎月勤労統計調査特別調査は、常用労働者１人以上４人以下の事業所の賃金、労働時間及
び雇用の実態を明らかにして 毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する 全、 「
国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくため
の基礎資料を提供することを目的とする。

（２）調査の範囲
ア 地域

日本国全域
イ 産業

（ ） （ 、 、 、日本標準産業分類 平成１４年３月改訂 に基づく１４大産業 鉱業 建設業 製造業
電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動
産業、飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習支援業、複合サービス事業、サービス業
（他に分類されないもの （ただし、その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業）
及び外国公務を除く ）である。。）

ウ 事業所
平成１３年事業所・企業統計調査の調査区に基づいて設定した毎勤特別調査区のうちか

ら、無作為に抽出された調査区内に所在し、イの産業に属する常用労働者１～４人を雇用
する事業所。

（３）調査の時期
（ ）毎年７月３１日現在 給与締切日の定めがある場合には調査年７月の最終給与締切日現在

の状況について調査を行っており、今回は平成２０年のものにあたる。

（４）主な調査事項
ア 主要な生産品目又は事業の内容
イ 企業規模
ウ 常用労働者の数
エ 常用労働者ごとの次に掲げる事項

ａ 性
ｂ 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
ｃ 年齢及び勤続年数
ｄ 出勤日数及び１日の実労働時間数
ｅ きまって支給する現金給与額
ｆ 特別に支払われた現金給与額

（５）調査の方法
統計調査員が調査対象事業所を訪問し、面接聴き取りの上、調査票に記入する方法により

実施。
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（６）調査系統
厚生労働省大臣官房統計情報部―都道府県―統計調査員―調査対象事業所

（７）調査対象数、有効回答数及び有効回答率
調査対象数 ２０ ７２０事業所 有効回答数 １９ １８８事業所, ,
有効回答率 ９２ ６％.

（８）利用上の注意
ア 本概況で「サービス業」とあるのは 「サービス業（他に分類されないもの 」のこと、 ）
である。

イ 統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入してある。
ウ 前年比及び前年差は、表章単位の数値から算出している。

（９）用語の定義
ア 常用労働者

、 、 。調査期日現在 当該事業所に在籍している労働者で 次のいずれかに該当する者をいう

ａ 期間を定めず、又は、１か月を超える期間を定めて雇われている者。

ｂ 同一事業所に日々又は１か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、５月と６月

にそれぞれ１８日以上雇われた者。

、 、 、 、なお いわゆる重役や理事などの役員でも 部長 工場長あるいは支店長などのように

常時事業所に出勤して、一定の業務に従事し、一般の労働者と同じ基準で毎月給与が算定

されている者は常用労働者に含める。

また、いわゆるパートタイム労働者で上記ａ、ｂの条件を満たしている者も常用労働者

に含める。

イ きまって支給する現金給与額

労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方

法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額（超過勤務手当を含む ）のことをい。

い、７月分の給与額について調査している。所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の

金額である。

ウ 特別に支払われた現金給与額

平成１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの１年間分の一時的又は臨時的に支

払われた現金給与額及び３か月を超える期間ごとに支払われた現金給与額のことをいう。

主なものとして、夏季、年末の賞与がこれに該当する。

本特別調査においては、勤続１年以上の者１人当たり平均を算出している。

エ 出勤日数

７月中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しな

い日は出勤日にならないが、午前０時より翌日午前０時までの１時間でも就業すれば出勤

日とする。

オ 実労働時間

労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間を含まない。７月中の通常日１日につ

いて調査しており１時間未満の端数については、労働者ごとに３０分以上は切上げ、３０

分未満は切捨てとしている。

カ 短時間労働者

通常日１日の実労働時間が６時間以下の者をいう。
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２ 結果の概要
（１）賃金

ア きまって支給する現金給与額
事業所規模１～４人の事業所について、平成２０年７月（以下「７月」という ）にお。

ける１人平均きまって支給する現金給与額は、１９２ ６３０円で、前年比１ １％増とな, .
った。

男女別にみると、男は２６４ ８３６円で１ ２％増、女は１３９ １３４円で１ ２％増, . , .
となった。

主な産業についてみると、建設業は２５８ １２３円、製造業は２１９ ４５３円、, ,
卸売・小売業は１８７ １９１円、飲食店，宿泊業は１１６ ９４２円、サービス業は, ,
１９３ ６３４円となった （第１図、第１表）, 。

第１図 きまって支給する現金給与額の前年比の推移（調査産業計）

第１表 主な産業・性、事業所規模別きまって支給する現金給与額
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平 成 １ １ 年 １ ２ １ ３ １ ４ １ ５ １ ６ １ ７ １ ８ １ ９ ２ ０
（ 年 ）

前
年
比

事 業 所 規 模 １～ ４人

事 業 所 規 模 ５人 以 上

（ ％ ）

注 ： 事 業 所 規 模 ５ 人 以 上 は 、 毎 月 勤 労 統 計 調 査 全 国 調 査 各 年 ７ 月 分 の 結 果 で あ る 。

前年比 前年比

円 ％ 円 ％

調 査 産 業 計 192,630 1.1 271,392 0.6 71.0

男 264,836 1.2 340,174 ･･･ 77.9

女 139,134 1.2 178,924 ･･･ 77.8

建 設 業 258,123 1.7 320,144 1.3 80.6

製 造 業 219,453 -0.5 301,355 0.6 72.8

卸 売 ・ 小 売 業 187,191 1.8 227,793 1.9 82.2

飲 食 店 ， 宿 泊 業 116,942 6.6 131,113 1.1 89.2

サ ー ビ ス 業 193,634 -0.9 261,943 1.0 73.9

注：　1）事業所規模５人以上は、毎月勤労統計調査全国調査７月分の結果である。
      2）事業所規模５人以上の前年比は、調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数から算出している。
　　　　 なお、男女別には指数を算出していないため、「…」と表記している。

主な産業・性 １～４人 ５人以上
5人以上＝100と
した時の比率
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イ 年齢階級・勤続年数階級別きまって支給する現金給与額
企業規模１～４人の事業所における、７月のきまって支給する現金給与額を年齢階級別

にみると、３０～５９歳でほぼ横ばいとなっている。
男女別にみると、男は４０～５９歳で、女は２０歳以上でほぼ横ばいとなっている。
また、勤続年数階級別にみると、概ね勤続年数が増加するにしたがって給与水準が高く

なっている （第２図、第２表）。

第２図 性、年齢階級別きまって支給する現金給与額（企業規模１～４人、調査産業計）

第２表 年齢階級・勤続年数階級、主な産業・性別きまって支給する現金給与額
（企業規模１～４人）

年 齢 階 級

勤 続 年 数 階 級 計 男 女

円 円 円 円 円 円 円 円

年 齢 計 18 4 , 2 2 6 2 5 3 , 4 6 3 1 3 3 , 7 1 6 2 5 2 , 1 8 2 2 1 0 , 2 6 1 1 7 2 , 7 0 8 1 1 3 , 0 6 6 1 9 3 , 4 6 1

1 7 歳 以 下 53 , 1 9 0 7 4 , 2 7 6 4 4 , 4 0 4 x x 3 7 , 3 9 4 5 2 , 1 6 8 x

1 8 ～ 1 9 歳 7 7 , 9 1 2 9 0 , 1 0 6 6 8 , 3 4 3 1 6 8 , 1 1 0 1 0 9 , 8 8 9 6 6 , 2 6 3 4 4 , 1 0 8 1 2 2 , 8 5 4

2 0 ～ 2 4 歳 13 9 , 5 6 2 1 5 6 , 0 3 0 1 2 8 , 0 4 4 2 0 2 , 7 0 9 1 7 8 , 0 5 4 1 3 5 , 0 6 5 9 1 , 0 2 4 1 4 8 , 4 3 7

2 5 ～ 2 9 歳 17 5 , 2 2 0 2 0 9 , 1 6 2 1 4 7 , 0 5 5 2 3 3 , 5 2 0 1 8 9 , 4 4 3 1 6 1 , 3 5 6 1 3 5 , 5 0 9 1 7 4 , 4 6 5

3 0 ～ 3 4 歳 19 3 , 1 7 3 2 5 0 , 7 2 6 1 3 7 , 0 2 1 2 5 4 , 3 1 2 2 2 2 , 0 8 1 1 8 9 , 1 7 0 1 3 4 , 8 9 6 1 9 8 , 1 7 0

3 5 ～ 3 9 歳 20 1 , 7 6 7 2 7 4 , 9 8 6 1 3 5 , 4 3 8 2 7 5 , 3 1 5 2 4 7 , 9 7 7 1 9 5 , 6 4 1 1 2 5 , 4 1 3 2 0 8 , 5 1 6

4 0 ～ 4 4 歳 20 1 , 0 9 6 2 9 8 , 2 9 9 1 3 3 , 5 0 2 2 7 7 , 8 3 9 2 4 0 , 4 7 5 1 8 9 , 8 2 8 1 1 5 , 0 3 8 2 1 3 , 1 6 6

4 5 ～ 4 9 歳 20 1 , 8 3 5 3 0 5 , 4 1 9 1 3 9 , 7 8 9 2 7 6 , 9 4 8 2 4 5 , 1 1 8 1 8 9 , 9 7 1 1 1 9 , 9 9 5 2 1 0 , 6 0 3

5 0 ～ 5 4 歳 19 6 , 3 0 0 3 0 4 , 4 9 1 1 3 5 , 9 4 9 2 7 3 , 0 6 6 2 3 1 , 3 5 6 1 7 9 , 8 4 9 1 1 6 , 5 6 3 2 1 1 , 2 9 0

5 5 ～ 5 9 歳 19 6 , 9 7 8 2 8 9 , 4 7 6 1 4 0 , 4 3 2 2 6 2 , 6 0 8 2 1 9 , 2 8 6 1 7 7 , 4 6 6 1 1 2 , 8 0 7 2 1 0 , 2 8 5

6 0 ～ 6 4 歳 17 4 , 7 6 2 2 4 1 , 1 5 0 1 2 8 , 4 4 4 2 3 2 , 3 3 1 1 9 2 , 3 3 1 1 5 7 , 3 3 5 1 1 0 , 7 6 3 1 8 7 , 1 4 3

6 5 歳 以 上 14 3 , 9 2 5 1 7 7 , 8 1 2 1 1 6 , 3 9 9 1 9 0 , 7 2 1 1 5 4 , 4 6 8 1 3 5 , 9 6 1 8 9 , 4 6 5 1 4 5 , 2 2 4

勤 続 年 数 計 18 4 , 2 2 6 2 5 3 , 4 6 3 1 3 3 , 7 1 6 2 5 2 , 1 8 2 2 1 0 , 2 6 1 1 7 2 , 7 0 8 1 1 3 , 0 6 6 1 9 3 , 4 6 1

０ 年 13 6 , 9 5 4 1 9 3 , 6 8 1 1 0 6 , 4 8 4 2 0 4 , 5 6 0 1 6 3 , 5 4 7 1 2 4 , 7 9 1 9 5 , 1 6 4 1 6 1 , 2 0 0

１ 年 14 7 , 3 3 8 2 0 4 , 2 0 8 1 1 2 , 7 7 9 2 0 5 , 1 1 2 1 7 1 , 6 0 2 1 4 4 , 5 2 1 1 0 2 , 8 2 3 1 5 3 , 4 0 9

２ 年 15 1 , 0 6 4 2 0 7 , 4 5 9 1 1 7 , 8 6 9 2 2 8 , 1 0 2 1 6 3 , 3 5 6 1 5 2 , 5 2 1 9 4 , 2 9 3 1 6 5 , 5 2 0

３ ～ ４ 年 16 6 , 3 4 9 2 3 1 , 8 6 1 1 2 4 , 2 7 4 2 3 5 , 8 5 9 1 9 3 , 0 6 8 1 5 4 , 2 8 0 1 1 3 , 3 0 9 1 7 2 , 5 2 9

５ ～ ９ 年 17 9 , 6 9 7 2 4 4 , 9 2 6 1 3 0 , 0 2 0 2 5 6 , 8 2 3 1 9 9 , 1 3 6 1 6 6 , 6 3 3 1 1 4 , 4 4 4 1 9 1 , 2 0 8

1 0 ～ 1 4 年 20 0 , 7 3 7 2 7 6 , 9 2 0 1 4 2 , 1 9 7 2 5 4 , 9 3 5 2 1 3 , 1 9 0 1 8 6 , 4 4 1 1 1 3 , 9 1 4 2 0 4 , 7 8 8

1 5 ～ 1 9 年 21 6 , 9 6 4 2 9 8 , 0 6 6 1 5 2 , 7 6 6 2 7 7 , 0 4 1 2 3 3 , 8 0 7 2 0 0 , 8 7 0 1 3 5 , 1 8 9 2 2 0 , 1 9 6

2 0 ～ 2 9 年 22 7 , 1 3 7 3 0 6 , 3 8 4 1 6 1 , 1 9 9 2 7 3 , 0 7 4 2 4 2 , 7 0 2 2 0 4 , 3 1 2 1 4 6 , 5 8 4 2 4 3 , 4 9 8

3 0 年 以 上 20 6 , 2 7 0 2 6 1 , 3 7 4 1 5 2 , 3 8 2 2 5 7 , 5 5 1 2 1 4 , 7 5 6 1 7 8 , 8 8 9 1 4 6 , 2 5 1 2 1 9 , 5 6 2

平 均 年 齢 （ 歳 ） 46 . 1 4 5 . 5 4 6 . 5 4 6 . 2 5 1 . 3 4 7 . 9 4 4 . 3 4 3 . 8

平 均 勤 続 年 数 （ 年 ） 11 . 9 1 3 . 1 1 1 . 0 1 4 . 1 1 6 . 8 1 4 . 0 7 . 9 1 0 . 7

注 ：   1） 　 年 齢 、 勤 続 年 数 に つ い て は 、 １ 年 未 満 の 端 数 を 労 働 者 ご と に 切 捨 て と し て い る 。
　 　 　 2） 　 「 x」 は 、 調 査 客 体 が 少 な い た め 公 表 し な い 。

飲 食 店 ，
宿 泊 業

サ ー ビ ス 業
調 査 産 業 計

建 設 業 製 造 業
卸 売 ・
小 売 業
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ウ 特別に支払われた現金給与額
平成１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの１年間における、賞与など特別に

支払われた現金給与額は２０８ ３６７円で、前年比２ ９％減となった。, .
男女別にみると、男は３０２ ９９０円で２ ９％減、女は１３５ ６１１円で２ ４％減, . , .

となった。
主な産業についてみると、建設業は１８９ ３８６円、製造業は１９４ １９３円、, ,

卸売・小売業は１９９ ２７９円、飲食店，宿泊業は３３ ２３０円、サービス業は, ,
２３３ ７７７円となった （第３表）, 。

第３表 主な産業・性別過去１年間に特別に支払われた現金給与額（事業所規模１～４人）

（２）出勤日数と労働時間
ア 出勤日数

７月における出勤日数は２１ ２日で、前年より０ １日増加した。. .
男女別にみると、男は２２ ４日で０ ２日増加となり、女は２０ ３日で、前年と同水準. . .

となった （第３図、第４表）。

イ 労働時間
７月における通常日１日の実労働時間は７ ２時間で前年と同水準となった。.
男女別にみると、男は８ ０時間、女は６ ６時間となった。. .
通常日１日の実労働時間別に労働者構成をみると４時間以下で１０７％、５時間で８３％、. .

６時間で８ ０％、７時間で１５ ４％、８時間で４３ ３％、９時間以上で１４ ３％とな. . . .
った （第３図、第４表、第５表）。

第３図 出勤日数及び通常日１日の実労働時間の推移（事業所規模１～４人、調査産業計）
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7 .0

7 .5

8 .0
実 労 働 時 間 （右 目 盛 ）

出 勤 日 数

通
常
日
１
日
の
実
労
働
時
間

出
　
勤
　
日
　
数

 0 .00

（ 年 ）

(時 間）（ 日 ）

前年比 前年差
円 ％ か月分 か月分

調 査 産 業 計 208,367   -2.9 1.08 -0.05
男 302,990   -2.9 1.14 -0.05
女 135,611   -2.4 0.97 -0.04

建 設 業 189,386   -0.1 0.73 -0.02

製 造 業 194,193   -13.8 0.88 -0.14

卸 売 ・ 小 売 業 199,279   -2.1 1.06 -0.05

飲 食 店 ， 宿 泊 業 33,230   11.6 0.28 0.01

サ ー ビ ス 業 233,777   -2.7 1.21 -0.02

注： 　 支給割合は、主な産業及び性別に対応する全常用労働者１人あたりの７月のきまって支給する現金給
　　　与額に対する、勤続１年以上の常用労働者１人あたりの過去１年間に特別に支払われた現金給与額の割
　　  合である。

主な産業・性 実　　額 支給割合
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第４表 主な産業・性、事業所規模別出勤日数及び通常日１日の実労働時間

第５表 主な産業・性、通常日１日の実労働時間別常用労働者構成割合
（事業所規模１～４人）

実　労　働　時　間

主な産業・性

前年差 前年差 前年差 前年差

日 日 日 日 時間 時間 時間 時間

調 査 産 業 計 21.2 0.1 20.0 0.1 7.2 0.0 7.7 0.0

男 22.4 0.2 20.7 0.2 8.0 0.1 8.2 0.0

女 20.3 0.0 19.1 0.1 6.6 0.0 7.0 0.0

建 設 業 22.3 0.4 21.9 0.1 7.7 0.0 8.1 0.0

製 造 業 21.4 -0.1 20.6 0.2 7.3 0.0 8.3 0.0

卸 売 ・ 小 売 業 21.7 0.2 20.0 0.1 7.3 0.0 7.2 0.0

飲 食 店 ， 宿 泊 業 19.8 0.0 17.1 -0.2 6.3 0.2 6.5 0.0

サ ー ビ ス 業 21.5 0.1 20.1 0.2 7.4 0.0 7.8 0.0

１～４人

注　：　事業所規模５人以上は、毎月勤労統計調査全国調査７月分の結果であり、実労働時間は、月間総実労働時間数を

出　勤　日　数

５人以上１～４人

　　　　出勤日数で除して算出している。

５人以上

主な産業・性 合　計 ４時間以下 ５時間 ６時間 ７時間 ８時間 ９時間以上

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

調 査 産 業 計 100.0 10.7 8.3 8.0 15.4 43.3 14.3 

( -0.3) ( 0.2) ( 0.2) ( -0.5) ( 1.0) ( -0.6)

男 100.0 3.3 2.2 3.0 13.2 56.8 21.6 

女 100.0 16.3 12.7 11.8 17.0 33.4 8.9 

建 設 業 100.0 3.3 3.0 3.9 14.5 64.4 10.9 

製 造 業 100.0 7.0 6.4 8.5 17.8 47.9 12.3 

卸 売 ・ 小 売 業 100.0 8.6 8.5 8.2 14.1 43.9 16.7 

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0 29.6 18.4 10.5 7.3 16.4 17.9 

サ ー ビ ス 業 100.0 6.5 7.2 8.8 17.7 43.9 15.9 

注　：　1） ( )内は、前年差（ポイント）である。
　　　　2） １時間未満の端数については、労働者ごとに３０分以上は切上げ、３０分未満は切捨てとしている。
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（３）雇用
ア 常用労働者の構成及び女性労働者の割合

常用労働者の構成を産業別にみると、卸売・小売業が３０ ６％と最も多く、次いでサ.
ービス業２１ ２％、建設業１０ ７％、飲食店，宿泊業１０ １％、製造業９ ０％の順と. . . .
なった。

常用労働者に占める女性労働者の割合は５７ ４％となった。これを主な産業について.
みると、建設業２３ １％、製造業４１ ８％、卸売・小売業６０ ２％、飲食店，宿泊業. . .
７２ ９％、サービス業６０ ２％となった （第４図、第６表）. . 。

第４図 性別常用労働者の産業別構成割合

第６表 性別常用労働者の産業別構成割合及び産業別女性労働者割合
（事業所規模１～４人）
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事業所規模
５人以上計

女

男

事業所規模
１～４人計

その他製造業 卸売・小売業
飲食店,

宿泊業 サービス業建設業

注：1) 「その他」とは、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、金融・保険業、不動産業、医療，福祉、教育，学習支援業、

　　　　複合サービス事業の合計である。

　　2)  事業所規模５人以上は、毎月勤労統計調査全国調査７月分の結果である。

(%)

前年差
％ ％ ％ ％ ポイント

調 査 産 業 計 100.0 100.0 100.0 57.4 0.0

建 設 業 10.7 19.2 4.3 23.1 1.0

製 造 業 9.0 12.2 6.5 41.8 0.3

卸 売 ・ 小 売 業 30.6 28.6 32.1 60.2 -0.4

飲 食 店 ， 宿 泊 業 10.1 6.4 12.8 72.9 -2.6

サ ー ビ ス 業 21.2 19.8 22.3 60.2 1.4

そ の 他 18.5 13.7 22.1 68.6 -0.7

注　：　1）「その他」とは、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、金融・保険業、不動産業、
　　　　　　医療，福祉、教育，学習支援業、複合サービス事業の合計である。
　　　　2）「女性労働者の割合」は、産業別の常用労働者数に対する割合である。

女性労働者の割合
産　　業 常用労働者計 男 女
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イ 短時間労働者の割合
短時間労働者の割合は２７ ０％で、これを男女別にみると、男８ ４％、女４０ ８％と. . .

なった。
、 、 、 、主な産業についてみると 建設業１０ ２％ 製造業２１ ９％ 卸売・小売業２５ ２％. . .

飲食店，宿泊業５８ ５％、サービス業２２ ５％となった。. .
また、年齢階級別にみると１９歳以下が５８ ２％と最も高く、２０～２９歳が１８ ２. .

％と最も低くなっている （第５図、第７表）。

第５図 主な産業別短時間労働者の割合（事業所規模１～４人）

第７表 年齢階級、性別短時間労働者の割合
（事業所規模１～４人、調査産業計）

前年差 前年差 前年差
％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

年 齢 計 27.0 0.1 8.4 -0.4 40.8 0.5

19歳以下 58.2 1.2 52.0 -2.6 62.4 4.0

20～29歳 18.2 -1.0 10.8 -0.7 23.7 -1.0

30～39歳 22.2 -0.5 4.6 0.7 39.0 -1.4

40～49歳 28.1 0.1 4.3 -0.6 44.4 0.5

50～54歳 31.1 1.9 4.2 -1.5 46.7 3.5

55～59歳 28.2 1.2 4.9 -0.3 42.4 1.5

60～64歳 30.8 0.5 11.1 -0.7 45.0 0.9

65歳以上 36.6 -2.3 24.4 -2.0 46.8 -2.3

注　：　数値は、性、年齢階級別の常用労働者数に対する割合である。

年齢階級 常用労働者計 男 女
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60.0

25.8

20.9

8.9
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58.5
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サービス業
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平成２０年

平成１９年

注：数値は、産業別の常用労働者数に対する割合である。
(%)
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３ 付表

都道府県別きまって支給する現金給与額、出勤日数、通常日１日の実労働時間、
短時間労働者割合（事業所規模１～４人、調査産業計）

都道府県
きまって支給する

現金給与額
出勤日数

通常日１日の
実労働時間

短時間労働者割合

円 日 時間 ％

全　　　国 192,630 21.2 7.2 27.0

北　海　道 177,401 22.0 7.2 26.8
青　　　森 166,048 22.8 7.2 21.8
岩　　　手 172,445 21.9 7.2 23.5
宮　　　城 194,787 21.4 7.2 26.8
秋　　　田 177,439 22.1 7.1 24.3
山　　　形 185,082 22.6 7.4 18.4
福　　　島 188,361 22.4 7.5 18.8
茨　　　城 201,339 21.0 7.5 19.0
栃　　　木 194,655 21.6 7.4 21.9
群　　　馬 192,282 21.0 7.2 28.0
埼　　　玉 203,508 20.5 7.1 29.1
千　　　葉 190,812 20.5 7.2 29.6
東　　　京 233,390 21.0 7.4 22.1
神　奈　川 195,359 19.8 6.9 32.5
新　　　潟 203,792 22.3 7.4 20.0
富　　　山 200,626 21.6 6.9 32.9
石　　　川 187,985 21.4 7.3 25.5
福　　　井 194,993 22.3 7.4 21.3
山　　　梨 187,538 21.5 7.4 24.5
長　　　野 194,022 21.3 7.2 27.8
岐　　　阜 195,419 21.3 7.1 29.7
静　　　岡 195,704 21.3 7.3 25.9
愛　　　知 199,781 21.3 7.1 32.0
三　　　重 186,271 21.5 7.2 24.5
滋　　　賀 182,017 20.5 6.8 36.4
京　　　都 187,063 20.3 7.2 28.4
大　　　阪 206,442 20.4 7.2 26.3
兵　　　庫 170,701 20.7 6.9 33.6
奈　　　良 172,030 20.9 7.0 30.3
和　歌　山 173,774 21.5 6.9 29.2
鳥　　　取 184,616 21.7 7.3 24.4
島　　　根 179,466 21.4 7.1 24.3
岡　　　山 194,513 22.0 7.2 22.9
広　　　島 187,022 21.7 7.2 28.5
山　　　口 179,262 21.2 7.1 25.8
徳　　　島 180,556 21.9 7.1 29.6
香　　　川 181,451 21.4 7.0 27.5
愛　　　媛 172,712 22.0 7.0 33.2
高　　　知 163,298 21.5 7.1 28.0
福　　　岡 184,627 21.3 7.1 29.2
佐　　　賀 177,095 22.0 7.3 25.9
長　　　崎 165,712 22.6 7.2 26.9
熊　　　本 168,118 21.6 7.1 27.7
大　　　分 167,291 21.6 7.1 26.4
宮　　　崎 168,305 22.5 7.3 23.3
鹿　児　島 163,992 21.6 7.1 27.3
沖　　　縄 148,100 22.3 7.1 27.5


